
ご注意いただきたいこと 

①未開封のもの（包装が破損していないもの） 

②常温保存が可能のもの 

③食品は賞味期限が明記され期限が３カ月以上 

あるもの 

④食品は製造者または販売者表示があるもの 

⑤食品は成分またはアレルギー表示があるもの 

※お酒、手作りの品は対象外です。 

※これらを満たさない場合や食品の状態によっては 

お持ち帰りいただく場合があります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜持ち込み受付施設＞ 

家庭や事業所に眠っている食品を持ち寄り 

食の支援が必要な人や団体などへ寄付する活動です。 

 

お持ちいただきたい食品 

◇穀類（米・小麦粉・乾麺など） 

◇保存食品（缶詰など） 

◇乾物（海苔、豆、海藻、ふりかけなど） 

◇菓子類・粉ミルク・離乳食 

◇飲料（ジュース、コーヒー、お茶など） 

◇インスタント・レトルト食品 

◇調味料（しょうゆ、みそ、砂糖、食用油など） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付期間（※詳しくは裏面をご覧ください） 

２０２２年 

１１月 １日（火） 
～ 

１１月１５日（火） 
業務時間内 

予告!! 

主 催：新宮町社会福祉法人連絡会 

問合せ：新宮町社会福祉法人連絡会 事務局（福祉センター別館１階 新宮町社会福祉協議会内） 

電 話：０９２－９６３－０９２１ 

フードパントリー 
（集まった食品の配布） 

 

日時：１２月３日（土） 

   １０時～１２時 

場所：新宮町福祉センター 

詳しくは 

アクティブ新宮

１２月号で 

お知らせします 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 法 人 名 住   所 受付期間 受付時間 

② レーヴ福岡ムネしんぐう 立花口２１７６－１８５ 1１/1～1１/１５（土日OK） 9時～１８時 

④ 福岡コロニー 緑ケ浜１－１１－１ 1１/1～1１/１５（平日のみ） ９時～１７時 

⓪ 新宮町社会福祉協議会 緑ケ浜４－３－１ 1１/1～1１/１５（平日のみ） ９時～１７時 

新宮町社会福祉法人連絡会 （しんぐう わくわく隊）とは  

新宮町内にある社会福祉法人が協働し、新宮町の住民の皆さまが安心して暮らせるよう、住

みよい町を創っていこうと結成しました。 

高齢者、障がい者、保育施設を運営、地域福祉を推進する法人が力を合わせ、相互に連携し

新宮町の福祉問題や地域課題に対し具体的に社会貢献活動を実施しています。 

各法人では、ふくしの相談窓口もしています。お気軽にお電話ください。 

  

⓪ 

地域の皆さまから寄付を受け付ける窓口は、次の３つの 

施設です。皆さまの温かいご協力をお願いします。 

 


